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 いじめ防止基本計画                             新潟市立山田小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 標 

 ○いじめは、人権を侵害する行為であることを児童に認識させ、他者を思い 

やる優しい気持ちを育てる。 

 ○すべての児童が、いじめの不安や苦痛にさいなまれることなく、平穏に安 

心して学校生活を営むことができるように、すべての教職員が、いじめ防 

止及び解消に向けて組織的に取り組む。 

＜いじめの未然防止＞  

① 自己肯定感を高める指導 

・「学級力」の取組による，PDCA サイクル。 

・「認め合う友達関係」を育てる学習指導・学級活動。 

・社会体験、交流体験を通し、所属意識・自己有用感を育てる。 

② わかる授業づくり 

・「かかわり」を大切にした授業づくりを行う。 

・全ての児童が参加でき、学習場面で活躍できるよう日々授業改 

善を図る。 

③ 「学びのやくそく」の徹底 

・日々の学習において、「学びのやくそく」を守らせ、落ち着い 

た雰囲気の中で授業を行う。 

④ 居場所づくり・絆づくり 

・存在感や充実感を感じられる居場所づくりを教職員が進んで 

提供する。 

 ・共同的な活動を通して相互に絆を感じとれるような取組を積 

極的に働き掛ける。 

⑤ 道徳教育 

・「温かい言葉」で友達とかかわれるような、道徳教育。 

・道徳の時間等において、実態に応じ、いじめについての学習 

を計画的に行う。 

 ・外部指導者による学習会を行う。 

＜いじめの実態確認（早期発見）＞ 

① 日々の見取り 

・日常の観察、こまめな観察の積み重ね 

    ※ささいな変化も見逃さない。⇒記録 

② 児童の実態把握 

・「ともだちとのかかわりアンケート」 

・「学校生活アンケート」 

・「学級力調査」 

③ 情報の共有 

・気になる変化を関係者へ速やかに報告。 

  ・必要に応じて対策委員の設置と協議。 

  ・「子どもを語る会」「職員会議」での情報交換。 

④ 話しやすい学級づくり 

・児童をよく見る、話をよく聴く、寄り添う、かかわる 

 笑顔で話し掛ける、名前を呼ぶ、褒める等の積み重ね。 

・相談しやすくする学級の雰囲気づくり。 

⑤ 教育相談体制の充実 

・事例に応じ、児童相談所や担当地区警察等と連携を図 

る。 ※常に各機関との窓口を開いておく。 

 ⇒ 情報をきちんと資料として残す。 

組 織 

＜いじめ（不登校）対策委員会＞ 

校長 教頭  生活指導主任 生活指導副任 

教務主任 養護教諭 保健主事 （SC 警察 OB） 

 ※関係学年主任 当該児童学級担任 

＜状況に応じて＞  

地区警察 医療機関 児童相談所 SST 

中学校区対策協議会 等 

＜いじめの解消＞       ⇒ 指導の過程を資料に残す 

① 初期対応                                 報告 

・情報を関係者へ報告。 ⇒校内いじめミーティング  迅速に！          指導・支援 

・事実関係の把握、被害児童のケア、加害児童への指導、関係保護者への支援・助言を行う。 

② いじめ不登校対策委員会での協議 

・いじめの内容、発見の過程把握、正確な情報の整理を行う。※校長、教頭からの指導。 

・今後の組織的な対応、具体的な手立て、役割分担の確認。 

③ 解消に向けての対応 

・校長、教頭の指導のもと、対策委員会を中心にさらなる実態把握と解決に向けた組織的な取組。 

④ 関係機関とのかかわり 

・「日々の連携（相談）」と「緊急時の連携」の二つの視点を意識した円滑な連携を図る。 

⑤ 再発防止に向けた教育活動 

・事例を基にした研修と取組に対する評価。 

 

報   告  「新潟市独自のいじめに関する状況調査」【年３回】  （新潟市教育委員会） 

不登校・不登校傾向児童生徒報告【毎月】      （新潟市教育委員会） 

関係資料   「いじめ対応ガイドブック」（新潟市教育委員会） 

       「いじめ未然防止に向けた教育プログラム」（新潟市教育委員会） 

         「誰もが安心して過ごすことのできる学校づくりを目指して」（新潟市教育委員会） 

         「生徒指導の役割連携の推進に向けて」（小学校編） 

         「いじめのない学校づくり」、「いじめと向き合う」（生徒指導・推進研究センター）  

             「いじめ防止対策推進法」（文部科学省） 

       「いじめ問題の対応について」（文部科学省） 

       「いじめに備える基礎知識」（国立教育研究所 リーフレット）        等 

＜重大ないじめ発生の場合＞ 

◇児童が自殺を企てた。 

◇身体に重大な障害を負った。 

◇金品等に重大な被害を被った。 

◇児童が相当の期間、学校を欠席 

している。 

◇精神性の疾患を発症した。 

・いじめを受けた児童の心の安 

定、身体の安全を確保すること 

に全力で取り組む。 

・当該児童保護者の心情を察し、 

適切な対応・支援を行う。 

教育委員会 

すごいね！ ありがとう！うれしいな！… 


